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■はじめに

本稿は、コロナ禍第５波の猛威が嘘のように収束

したかのようななかで執筆されている（2021年12

月）。引き続き「新しい日常」が注意深く呼びかけ

られてはいても、例年であれば忘年会・クリスマス

のシーズンという時節柄、「古い日常」がどうして

も頭をもたげがちだ。国内でもオミクロン株市中感

染が相次ぎ確認され、隣国韓国や欧米などでの感染

再拡大の報に接していることから、完全な終息では

なさそうだと共通了解されているのが現況だろう。

いくども釈明してきたことをここでも繰り返さな

ければならないが、本稿が読者の皆さんの目に触れ

る時点でどういう状況を迎えているのかは、まった

くもって予測不可能だということである。コロナ禍

では、予測不可能ということだけが唯一確実性を

もっていえることであり続けてきた。そして、当分

はそうした状況が続きそうだということである。

■「Beyondコロナ」とその積極的な意図

筆者は、通例、アフターコロナ、ポストコロナ、

ウィズコロナと称する類はあえて使わず、一貫して

「Beyondコロナ」と表現するように努めてきた。そ

れはなぜか。ポスト第５波ではあっても、現時点で

はポストコロナが見極められないから、という消極

的な理由からだけではない。単に時間的に区分して

整理して仕舞えばいいのではなく、主体的に「乗り

越えるbeyond」という意思をもって「新しい日常」

に臨むべきだという積極的な意図を込めたいからで

ある。

主体的な意思をもって臨む姿勢が備わっていなけ

れば、仮にコロナウイルスがもたらすパンデミック

が収束・終息したとしても（通例用いられる表現で

いえば、アフターないしポストコロナ）、ただちに

コロナ禍を乗り越え得た＝「Beyondコロナ」とは

いえないだろう。かりにパンデミックの真っ只中に

あろうと、「乗り越える」という強い意志と実行性

をともなう姿勢が示され続けるならば、それはコロ

ナとの共存などではなく（同様に通例用いられる表

現でいえば、ウィズコロナ）、堂々と「Beyondコロ

ナ」といったほうが望ましいのではないかと考える。

コロナ禍では、新たな事態が生起したというより

も、すでにこれまで起きてきたことが改めて露見さ

れる、あるいは既に手がけておくべきであったこと

の必要性を再提起させる契機であったとの認識が広

く共有されつつあるように思われる。そう考えると、

問われるべきは、コロナ禍を挟んで単純にビフォー・

アフターなどと時期区分してすますことではない。

事実としてこれまで起きてきたこととは何か、どの

ような変化が生じたのかを見極めて、その対処策に

思考を傾注し実践に結びつけていくことのはずであ

る。

しばしば、コロナ・リセットということばが使わ

れるが、筆者は大別して、コロナ禍以前からの問題

でキッパリと断ち切るべき事柄を「～からのリセッ

ト」、兆候が見えながらも本格的に着手されてこな

かった、あるいは、ネジを巻きより加速して取り組

む必要がある事柄を「～へのリセット」と整理する

（表）。

「～からのリセット」の代表例は、社会の分断状

況にまつわる事柄であろう。経済格差の問題はよう

やく真正面から政策課題として取り上げられるよう
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になった。また、負の連鎖については、本誌読者で

ある自治体職員自身が巻き込まれかねない、そして

実際巻き込まれた経験もあるかもしれない危うい事

態（例えば、理不尽なカスハラなど）を含むもので

ある１。根が深いのは、実はそこには、コロナ禍以

前から生じていたかもしれない、住民と行政の信頼

関係のあり方に関わる分断状況も影響しているはず

だからである。

「～へのリセット」でいえば、グローバル・スタ

ンダードとみなされる価値観や技術にまつわる事柄

が中心を占める。コロナ禍は全世界共通の災禍であ

るからこそ、逆にそれぞれの地域での多様性や差異

を浮き彫りにした。ダイバーシティ（多様性）や行

政のデジタル化などでは、指標のとりようによって

はもはや「先進国」とは言い難い水準に日本が位置

している状況がしばしば指摘されているが、こうし

たことに真摯に向き合う必要がある。

自治体は「Beyondコロナ」を担う急先鋒の一角

を占める存在であることが期待されており、実際、

そうした役割を果たしてきたとの自負を多くの職員

が共有しているはずだろう。

さて、自治体が地域の住民とともに担う地域づく

りとは、「それぞれの地域で醸成されてきた、根っ

こにある地域価値を再確認しつつ、そこを起点にし

て、これからの未来図（未来の地域価値を実現させ

た姿）を地域で思い描き、その実現を試みようとす

る、価値実現のプロセス」２である。そう考えたと

き、地域価値のなかには「～からのリセット」のフィ

ルターで除却されるべき旧弊も混ざっているかもし

れないし、これまで合意を積み上げてきた未来価値

には「～へのリセット」で認識新たに再考すべき部

分もあるはずだ。小手先の事業や課題解決に走る前

に、じっくりと根っこから地域を〝哲学〟すること

も「Beyondコロナ」の姿勢に不可欠だろう。

■自治体行政の未来価値を考える

とりわけ自治体行政そのものの未来図を描くこと

は、今日のように、世界中に計り知れない苦悩をも

たらしてきたコロナ禍の渦中にあるからこそ、そし

て、先を見通せない不確実性にさいなまれているか

らこそ、いっそう重要な意味を持つ。希望を込めた

未来ビジョンは勇気や躍動感を人々に与えてくれる。

少なくともそのきっかけとなりうる。その際さまざ

まなことが問われるが、なかでも最も大切なことは、

実現すべき未来価値を何に置くのか、そしてそのこ

とをしっかりと見極めようとする姿勢を保持してい

るかである。しっかりとした未来価値に担保されて

いなければ、未来に向けたビジョンは単なる願望や

表　コロナ・リセットで自治体において考慮されるべき事項の例示

〜からのリセット 〜へのリセット
コロナ禍で露呈した分断社会の脆弱さや負の連鎖の
脅威
•経済格差や弱者へのしわ寄せ
•「自粛警察」などに象徴される社会の不寛容さ
•医療従事者や行政職員などに対する負の連鎖への
巻き込み
•見誤った対策による意図せざる巻き添え（いわゆ
るコロナ対策禍*）

⇒分断の修復、連鎖の切断など問題構造の再構築

世界同時災害が浮き彫りにした多様性・包摂性の普
遍化
•SDGsなどグローバルな価値観の浸透と実践
•医学など専門知や科学的根拠に立脚した政策形成
の重要性
•デジタル技術の実装（DX）の必要性
•共生社会の実現
⇒コロナ禍対応に止まらない、自治体の「新しい日
常」の確立・実現

（注）表中＊のコロナ対策がもたらす問題性を意味する「コロナ対策禍」については、金井利之『コロナ対策禍の国と自治体』ちくま新書、
2021年参照。
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夢想に過ぎなくなる可能性が高いからこそである。

このことは、自治体行政に当てはめて考える場合

でも同様である。

自治体がその基本的な使命とする、住民の福祉の

増進、すなわち、住民の幸せな暮らしを実現し、豊

かな地域づくりを進めるにあたっては、よりどころ

とすべき行政にとっての未来価値とは何かを、コロ

ナ禍を契機としてあらためてしっかりと認識してお

く必要がある。

未来価値といっても何も特別なことではない。行

政が実現すべき価値を、①効率性・経済性を重視す

るシグマ価値、②誠実さ・公平さを旨とするシータ

価値、そして、③安全性やレジリエンスに関わるラ

ムダ価値、の３つの要素から構成されると考えて

みよう３。どれ一つ欠けてはいけない要素であるが、

場合によっては相互に競合する緊張関係にもあるの

で、どのようにバランスをとって配合するかには細

心の注意を要する。どの要素をどれだけ重視するの

かで、行政が実現すべき価値のありようは一変する。

例えば、今世紀に入って、欧米で先行したニュー・

パブリック・マネジメント（NPM）の考え方に基

づき、シグマ価値である効率性を重視した行財政改

革が強力に推進されてきた。一連の動向は、周知

のとおりであろう４。無駄で非効率な行政を改める

きっかけとなった一方で、今日の社会の分断状況を

生み出すようなさまざまな歪みをもたらしてきた可

能性がこれまで指摘されてきた。また、実は平時で

は非効率と見做されがちであるが、非常時には効力

を発揮することが期待されるような業務や組織の冗

長性が、無駄というレッテルばりのもとで切り捨て

られてきた経緯も厳然とした事実としてある。今般

のコロナ禍はもちろん、東日本大震災をはじめとし

た自然災害に直面するたびに、安全性やレジリエン

スといったラムダ価値の実現が強調されるように

なってはきたが、そのなかには、過去、行革の名の

もと、シグマ価値偏重傾向のなかで安易に切り捨て、

削ぎ落とし、圧縮されてしまった行政機能も少なく

ないことは否めないだろう。

もちろん、これまでに喪失された行政機能を単純

に復活すればいいわけではないだろう。望んだとし

ても困難であるし、望ましくない可能性もある。だ

としたらどう考えるべきか。容易に答えを出せる問

いではない。だからこそ、現場を担う自治体職員だ

からこその答えを用意しようと努めること自体が、

自治体の基本として果たすべき使命に含まれると考

えて欲しいところだ。

■「自治体行政」と「地方行政」の区分と
　コロナ禍対策

自治体職員向けの政策研修では筆者が必ずといっ

てよいほど触れるトピックの一つに、自治体行政と

地方行政との区別に関する議論がある。

両者は互換的に用いられることが多く、日常的な

業務に携わる限りでは、その違いを気にとめること

は少ないかもしれない。実際、両者をわざわざ区別

するまでもない場合もあることは確かだ。しかしな

がら、コロナ禍にあっては、両者の区別がきわめて

重要な意義を持つと考えるべきだろう。

ここで自治体行政とは、自治体政策に基づいて執

り行われる行政である。自治体政策とは、地域の自

己決定によって策定された自治体の活動方針のこと

であるから、自治体行政というときには、地域側か

らの視点が強調され、かつ、自己決定性に重点が置

かれる見方だ。仮に国の定めた法令に基づく事務で

あっても、自治体で執行する以上は自治体の事務で

ある（いわゆる「現住所主義」と呼ばれる。なお、

プレ分権時代の機関委任事務制度のもとでは、執行

を担うのが自治体（首長など）であっても、機関委

任事務は国の事務とされた。対比していえば、「本

籍地主義」の考え方であったといえる）。

これに対して、地方行政とは、国の視点から見た

ときに、国が直接執行するのではなく、自治体等地

方の行政機関によって執り行われる行政を指すので

あって、地域の自己決定性の如何は考慮外だといっ
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てよい。端的にいえば、全国的につつがなく政策効

果をあげられるかどうかに関心が向けられるので、

自ずと標準化や共通化、さらには画一化の指向性を

ともなう傾向にあるといえる。

法令により厳密に規律され、自治体にまったく裁

量が認められないならば、形式的に条例等を制定し

たとしても法令をなぞるばかりにすぎなくなる。そ

うなると、実質的には自治体行政としての固有の意

義は失われてしまうわけであるから、両者の区分は

意味を持たず、完全に地方行政とみなしうる姿と

なってしまう。しかしながら、実際には、自治体に

何らかの裁量の余地が委ねられている。その裁量の

余地の大きさに応じて自治体行政としての本領を発

揮することが可能となる。

なお、自治体に裁量の余地が十分認められている

場合でも、国が示した標準や例示と、地域が自己決

定した方針とが合致したならば、表現形態としては

自治体行政と地方行政に区別がつかなくなる。ただ

し、その場合、仮に、国の標準・例示に追随したか

のような方針であっても、自己決定の手続きを経て

いるならば、自治体による積極的な選択の結果とし

ての同一化であって、自治体行政として位置づけら

れるべきであろう。当然ながら、自治体に裁量の余

地がある以上、選択に関する説明責任は、表現形態

の如何によらず、自治体に帰属することになる。分

権改革を経た現在、かつてのように、国の方針どお

りに仕事を進めていますという言い訳は、本来あり

得ないことである。

以上からも分かるとおり、地方分権によって、い

わゆる「自由度の拡大」が進展したことが５、自治

体行政と地方行政とをわけて考える意義を見出し、

その必要性を高めたといってよい。固有の学問領域

として「自治体行政学」が構想される所以である。

さて、「自治体行政」と「地方行政」の区分に引

き寄せて考えてみると、今般のコロナ禍では、倒錯

したとしかいい表しようのない状況が頻々と見受け

られた点を指摘しなければならない。

例えば、特別定額給付金に関する事務は、所得制

限など給付対象などをめぐって国の方針が二転三転

したこともさることながら、そのプロセスに自治体

の意思が反映されることなく、執行が自治体に丸投

げされた６。自治体行政として裁量を発揮する余地

が本来あって然るべき自治事務に位置づけられたこ

とへの疑問・違和感は、コロナ禍以前にも執行され

てきた定額給付金関係の施策でもすでに指摘されて

きたとおりである７。

2021年12月、新たに18歳以下への10万円相当給

付の施策を含む、過去最高額の補正予算が成立した

（令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業）。決定

までは特別定額給付金同様に国の方針は再び二転三

転したが、なかでも消費を喚起することを狙いとし

て半額をクーポンで給付するという国の方針は、自

治体側から900億円以上の事務費がかかるなどの反

発にあい、事実上撤回に追い込まれた。先行給付金・

追加給付金のいずれも現金で支給するか、後者を

クーポン給付にするか、あるいは一括給付金とする

かの３通りが示され、「市町村（特別区を含む。）が

地域の実情に応じて選択し、実施するものとする」
８とされたのである。

自治体側の意向が反映されたと考えてよいかもし

れないが、ただし、本来あるべき自治体としての裁

量の余地が自治事務である以上認められるのは当然

でもある。しかも、あくまでも手続的な部分で許容

された裁量にしか過ぎず、本来であれば制度設計を

含めて国・地方でなんらかの協議等を経て決めるべ

き政策的な裁量とはほぼ関わりがないという点で、

再び違和感が残ったことは否めないだろう。

もう一例あげたい。新型インフルエンザ等対策特

別措置法（以下、特措法）で、コロナ禍対策におけ

る国と都道府県の役割分担が定められているが、そ

の運用での混乱が両者の役割分担のあり方への疑義

にまで及んだ。こうした疑義から派生して、危機管

理をめぐってはありがちなことだが、コロナ禍に

あっても、機動的な対応を可能とするよう自治体の
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権限を拡充する主張がなされる一方で、地方分権に

疑問を呈し、自治の否定につながるような論評さえ

なされた９。

こうした筋違いともいえる議論が出されたとして

もやむを得ないような事情・事態をも直視すべきだ

ろう。第１次地方分権改革で、感染症（当時、伝染病）

に係る事務が法定受託事務に分類され、その後の感

染症対策などを踏まえて上記の特措法が整備されて

きた。国と都道府県の関係に着目すれば、国には総

合調整権が付与され、指示による関与権限が留保さ

れる一方で、知事にはまん延防止のための施設使用

の制限・停止等に関する権限が付与されている。後

者の権限は、例えば、飲食店等の営業制限などをみ

ても分かるとおり、地域の住民生活や経済に多大な

影響を及ぼしうるという意味で、広範かつ強力な権

限であることに自覚的であることとともに、国とは

もちろん、近隣の都道府県等との情報共有・連携は

都道府県の「責務」（特措法第３条６）のはずである。

安易な事務権限の見直し（とりわけ、国への集権的

な修正）よりも、現行法制で当然実践されるべきは

ずのことがなされているかの確認の方が先決だ。

運用面での改善は、事前的な想像力と事後的な経

験値の積み重ねの双方を要する。未知のウイルスに

よる未曾有の事態だとすれば、国や自治体の指導者

が適切な対応で切り抜けたことで（過剰なまでに）

称賛が得られることもあれば、失態を演じてしまい

（やはり過剰なまでに）バッシングを受けることも

ある。メディアでの論調を感知して応答することは

もちろん大事だが、可能な限りミスを回避するとと

もに、仮にミスに陥ったとしても、誤りを即座に修

正して対応するアジャイル（機敏）な対応ができて

いるかが肝要である。現場を担う自治体行政だから

こそ、事後的な経験値の積み重ねで力を発揮できる

ことは自覚されるべきだろう。

■身を守るEBPMマインドと検証作業

筆者は機会を捉えては、これまでのコロナ禍対応

の「中間総括」を勧めてきた10。特措法に基づき国・

自治体を通じて策定されている「新型インフルエン

ザ等対策行動計画」の多くでは、対策実施に関する

記録の作成・保存・公表を規定しているはずである

が、事後検証の実施を明記しているものもある。文

言の有無は別として、今後の感染症予防・対応のた

めの経験値の積み重ねとしては事後検証の実施は必

須の作業といってよいだろう。そして、今般のコロ

ナ禍のように２年という長期間にわたるともなれば、

「事後検証」のみならず、途中段階での「中間総括」

をすべきではないかということでもある。

とはいえ、コロナ禍渦中にあっては、目先の対応

業務を捌くのに追われ、必要最低限の記録をとどめ

ることで精一杯で、「中間総括」の余裕などなかっ

たとしてもやむを得ないだろう。

ところが最近、コロナ禍対策に従事していた職員

にインタビューをしていて印象深く感じられたの

は、コロナ禍での対応の記録を残し、検証していく

必要性があるとの声を職員の側から発することがと

みに増えたことだ。とりわけ最前線ともいえる保健

所職員やワクチン接種担当職員に強くうかがえる傾

向である。ワクチン接種への対応や医療崩壊の危機

といった、第５波での極めて苛烈な事態に直面した

こと、そこから一段落ついて若干の余裕が生じたも

のの、次への備えに覚悟してかからなければならな

いとの思いを強くしたからのことではないだろうか。

いずれにしても、第５波が到来する前ぐらいまでは

なかったことで、望ましい変化だと受けとめている。

こうした検証作業は、一部の医療専門家等のみで

担われるものではなく、関係者全体が当事者意識を

持って対応すべきことであるし、また、感染者対応

という最前線ばかりではなく、行政全般にわたって

考えられるべきことでもある。自治体のコロナ禍対

策は、①感染予防・拡大制御に関する医学・疫学的

な対策とそれに付随する公衆衛生上の対策、②コロ

ナ禍でダメージを受けた事業者や社会的弱者に対す

る補償・支援など社会・経済対策、③直接的なコロ
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ナ禍対策ではないが、コロナ禍にあっても滞りなく

遂行することが求められる通常業務体制の確保策、

に大別すると考えられる11。①だけではなく、②や

③の検証も必須だ。

最も包括的な検証報告書をとりまとめた例とし

て、神戸市を挙げたい12。神戸市は2020年の第１波

後に早くも『神戸市新型コロナウイルス感染症対策

第１次対応検証結果報告書』（令和２年７月）を公

表している。検証チームメンバーを見ると、全庁体

制がとられていることがわかるだろう。「第２章　

対応の検証」は、「医療提供体制と感染拡大防止対

策」に始まり、「報道対応と広報」「市立学校園」「保

育所・学童保育施設等」「社会福祉施設等」「個人向

け支援策」「事業者向け支援策」「職員・組織・庁舎」

「物資備蓄体制」「市有施設等」「意思決定」と11節

にわたっており、「第３章　次なる波への備え」で

もそれぞれについて言及されている。さらに、直近

には、『神戸市新型コロナウイルス感染症対策第２

次対応検証結果報告書』（令和３年12月）が公表さ

れたが、『第１次報告』を踏まえて講じられた対策

について、同様にその後の対応の検証がなされてい

る。神戸市の検証作業はモデルとされるべきよい取

組みだろう。

筆者は世田谷区新型コロナウイルス感染症対策本

部会議の一環で開催される有識者との意見交換の場

に何度か出席してきたが、そこでは、区内の感染状

況や検査実績の報告などとともに、区内の経済状況

及び支援策に関する資料（例えば、区内事業所の緊

急融資の申込件数・推移やその業種別の状況、倒産

件数、緊急小口資金など特例貸付の申請状況等々の

指標、申請・相談窓口に寄せられた生の声など）や

福祉関係の資料（生活保護の保護世帯・人員数の推

移や相談・申請件数、生活困窮者自立相談支援事業

の相談・支援決定・就労支援件数、就学援助の申請・

認定者数など）が不定期ではあるが提示された13。現

況を理解・把握するうえで欠かせないデータだとい

える。

昨今、EBPMを取り込んだ行政経営が国・自治体

で広がりを見せている。筆者も本誌にEBPMについ

て寄稿したことがあるが14、こうしたコロナ禍の取

組みについてEBPMマインドをもって検証し、今後

の政策形成につなげていくことが肝要であろう。予

測不可能な事態であるがゆえに誤った事実認識や判

断が不可避なケースだからこそ、事後的に振り返る

必要がある。そして、こうした作業が自治体職員・

組織の身を守る手立てにつながるという発想をあわ

せもって取り組むべきだということを、最後に指摘

しておきたい。
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